
地域産業都市委員会 

令和６年９月１９日 

墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例

（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

   墨田区自転車等の利用秩序及び 

   自転車駐車場の整備に関する条

例 

目次 

 第１章 〔略〕 

 第２章 放置自転車等の撤去等（第９条―

第１３条） 

 第３章～第５章 〔略〕 

 付則 

（目的） 

第１条 この条例は、公共の場所における自

転車等の利用秩序の確立と自転車駐車場の

整備について必要な事項を定め、自転車等

の放置による生活環境の悪化を防止すると

ともに、自転車等を利用する者の利便を図

り、もって区民の安全で快適なまちづくり

の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 特定小型原動機付自転車 道路交通法

第１７条第３項に規定する特定小型原動

機付自転車をいう。 

 ⑷ 一般原動機付自転車 道路交通法第１

８条第１項に規定する一般原動機付自転

車をいう。 

 ⑸ 普通自動二輪車 道路交通法第３条に

規定する普通自動二輪車（側車付きのも

のを除く。）のうち総排気量が０．１２

５リットル以下又は定格出力が１．０キ

ロワット以下のものをいう。 

 ⑹ 自転車等 自転車、特定小型原動機付

自転車、一般原動機付自転車及び普通自

   墨田区自転車の利用秩序及び自 

   転車駐車場の整備に関する条例 

 

目次 

 第１章 〔略〕 

 第２章 放置自転車の撤去等（第９条―第

１３条） 

 第３章～第５章 〔略〕 

 付則 

〔同左〕 

第１条 この条例は、公共の場所における自

転車の利用秩序の確立と自転車駐車場の整

備について必要な事項を定め、自転車の放

置による生活環境の悪化を防止し、もって

区民の安全で快適なまちづくりの実現に寄

与することを目的とする。 

 

〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

⑴・⑵ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

   〔新設〕 

 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 

   〔新設〕 

 



動二輪車をいう。 

⑺ 自転車駐車場 一定の区画を限って自

転車、特定小型原動機付自転車、一般原

動機付自転車又は普通自動二輪車を駐車

させるための施設をいう。ただし、第４

章（第２４条第１項各号を除く。）にお

いては、一定の区画を限って自転車及び

特定小型原動機付自転車を駐車させるた

めの施設をいう。 

⑻ 公共自転車駐車場 区が設置し、又は

管理する自転車駐車場をいう。 

⑼ 特定自転車駐車場 公共自転車駐車場

のうち、近隣における自転車等の利用状

況等を勘案し、当該自転車駐車場を利用

する者の範囲を制限するため、利用の承

認をする必要がある公共自転車駐車場を

いう。 

⑽ 第１種特定自転車駐車場 １年度（４

月１日から翌年３月３１日まで）を単位 

  として利用する特定自転車駐車場をいう。

⑾ 第２種特定自転車駐車場 １か月又は

１日を単位として利用する特定自転車駐

車場をいう。 

⑿ 第３種特定自転車駐車場 １時間を単

位として利用する特定自転車駐車場をい

う。 

⒀ 放置 自転車等の利用者が公共の場所

に置かれた当該自転車等から離れている

ことによりこれを直ちに移動させること

ができない状態をいう。 

（区の責務） 

第３条 区は、自転車等の利用状況を勘案し

て必要と認める地域への自転車駐車場の設

置に努め、並びに自転車等の安全利用の促

進、利用秩序の確保及び利用者の利便の向

上に関する施策の実施に努めなければなら

ない。 

（区民の責務） 

 

⑶ 自転車駐車場 一定の区画を限って自

転車を駐車させるための施設をいう。 

 

 

 

 

 

 

⑷ 〔同左〕 

 

⑸ 特定自転車駐車場 公共自転車駐車場

のうち、近隣における自転車の利用状況

等を勘案し、当該自転車駐車場を利用す

る者の範囲を制限するため、利用の承認

をする必要がある公共自転車駐車場をい

う。 

⑹ 〔同左〕 

 

 

⑺ 〔同左〕 

 

 

⑻ 〔同左〕 

 

 

⑼ 放置 自転車の利用者が公共の場所に

置かれた当該自転車から離れていること

によりこれを直ちに移動させることがで

きない状態をいう。 

〔同左〕 

第３条 区は、自転車の利用状況を勘案して

必要と認める地域への自転車駐車場の設置

に努め、並びに自転車の安全利用の促進及

び利用秩序の確保に関する施策の実施に努

めなければならない。 

 

〔同左〕 



第４条 区民は、自転車等の安全で秩序ある

利用に関する意識を高め、良好な生活環境

の確保に努めるとともに、区の実施する施

策に協力しなければならない。 

（施設の設置者等の責務） 

第６条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自

転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置

し、又は管理する者は、当該施設の利用者

のために必要な自転車駐車場の設置に努め

るとともに、区の実施する施策に協力しな

ければならない。 

２ 前項の施設を設置し、又は管理する者は、

 自転車等の整理員を配置し、施設利用者に

対し自転車等の適正な駐車を呼び掛けると

ともに、施設周辺に放置された自転車等が

一般の通行に支障を来すおそれがある場合

には、適切な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（自転車等小売業者の責務） 

第７条 自転車等の小売を業とする者は、そ

の販売に当たっては、自転車等が安全で適

正に利用されるよう必要な措置を講ずると

ともに、区の実施する施策に協力しなけれ

ばならない。 

（自転車等利用者等の責務） 

第８条 自転車等の利用者又は所有者（以下

「利用者等」という。）は、自転車等を放

置しないように努めなければならない。 

２ 自転車の利用者等は、防犯登録をしなけ

ればならない。 

 

３ 自転車等の利用者等は、法令で定める手

続により交付を受けた標識等を所定の位置

に貼り付け、又は取り付けなければならな

い。 

４ 自転車等の利用者等は、その利用する自

転車等の盗難を防ぐため、施錠その他適切

な措置を講じなければならない。 

第４条 区民は、自転車の安全で秩序ある利

用に関する意識を高め、良好な生活環境の

確保に努めるとともに、区の実施する施策

に協力しなければならない。 

〔同左〕 

第６条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自 

 転車の駐車需要を生じさせる施設を設置し、

 又は管理する者は、当該施設の利用者のた

めに必要な自転車駐車場の設置に努めると

ともに、区の実施する施策に協力しなけれ

ばならない。 

２ 前項の施設を設置し、又は管理する者は、

 自転車の整理員を配置し、施設利用者に対

し自転車の適正な駐車を呼び掛けるととも

に、施設周辺に放置された自転車が一般の

通行に支障を来すおそれがある場合には、

適切な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（自転車小売業者の責務） 

第７条 自転車の小売を業とする者は、その

販売に当たっては、自転車が安全で適正に

利用されるよう必要な措置を講ずるととも

に、区の実施する施策に協力しなければな

らない。 

（自転車利用者等の責務） 

第８条 自転車の利用者は、自転車を放置し

ないように努めなければならない。 

 

２ 自転車の利用者又は所有者（以下「利用

者等」という。）は、防犯登録をしなけれ

ばならない。 

  〔新設〕 

 

 

 

〔新設〕 

 

 



   第２章 放置自転車等の撤去等 

（放置禁止区域の指定） 

第９条 区長は、自転車等の放置及び自転車

駐車場の整備の状況を勘案し、区民の良好

な生活環境を維持するために必要と認める

ときは、放置禁止区域を指定することがで

きる。 

２ 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内

において自転車等を放置してはならない。 

３・４ 〔略〕 

（放置禁止区域内の放置自転車等に対する

措置） 

第１０条 区長は、放置禁止区域内において

自転車等が放置されているときは、当該自

転車等を直ちに撤去することができる。 

（放置禁止区域外の放置自転車等に対する

措置） 

第１１条 区長は、放置禁止区域外において

自転車等が放置され、交通の障害等となっ

ていると認めるときは、当該自転車等の利

用者に対し相当の期間を指定して移動する

よう警告するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により指定した期間

を経過してもなお放置されているときは、

当該自転車等を撤去することができる。 

（撤去した自転車等に対する措置） 

第１２条 区長は、第１０条又は前条第２項

の規定により自転車等を撤去したときは、 

 当該現場に撤去した旨を表示するとともに、

当該自転車等を保管しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により自転車等を保

管したときは、規則で定める事項を告示し

なければならない。 

３ 区長は、第１項の規定により保管した自

転車等の利用者等の確認に努め、確認する

ことができた自転車等については、その利

用者等に対し速やかに引き取るよう通知す

るものとする。 

   第２章 放置自転車の撤去等 

〔同左〕 

第９条 区長は、自転車の放置及び自転車駐

車場の整備の状況を勘案し、区民の良好な

生活環境を維持するために必要と認めると

きは、放置禁止区域を指定することができ

る。 

２ 自転車の利用者は、放置禁止区域内にお

いて自転車を放置してはならない。 

３・４ 〔略〕 

（放置禁止区域内の放置自転車に対する措

置） 

第１０条 区長は、放置禁止区域内において

自転車が放置されているときは、当該自転

車を直ちに撤去することができる。 

（放置禁止区域外の放置自転車に対する措

置） 

第１１条 区長は、放置禁止区域外において

自転車が放置され、交通の障害等となって

いると認めるときは、当該自転車の利用者

に対し相当の期間を指定して移動するよう

警告するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により指定した期間

を経過してもなお放置されているときは、

当該自転車を撤去することができる。 

（撤去した自転車に対する措置） 

第１２条 区長は、第１０条又は前条第２項

の規定により自転車を撤去したときは、当

該現場に撤去した旨を表示するとともに、

当該自転車を保管しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により自転車を保管

したときは、規則で定める事項を告示しな

ければならない。 

３ 区長は、第１項の規定により保管した自

転車の利用者等の確認に努め、確認するこ

とができた自転車については、その利用者

等に対し速やかに引き取るよう通知するも

のとする。 



４ 区長は、第２項の規定による告示の日か

ら相当の期間を経過してもなお引取りのな

い自転車等については、これを売却してそ

の売却代金を保管することができる。この

場合において、同日から６月を経過する日

までに当該自転車等の利用者等がその返還

を求めたときは、当該自転車等の返還に代

えて当該売却代金を払い渡すものとする。 

５ 区長は、撤去した自転車等が明らかに自

転車等としての機能を喪失していると認め

られ、かつ、利用者等を確認することがで

きないものであるときは、第１項の規定に

かかわらず、直ちに当該自転車等を処分す

ることができる。 

（撤去費用の徴収） 

第１３条 区長は、第１０条又は第１１条第

２項の規定により撤去した自転車等を返還

するときは、撤去に要した費用として、次

の各号に掲げる自転車等の種別に応じ、１

台につき当該各号に定める額を当該自転車

等を引き取りに来た利用者等から徴収する

ことができる。ただし、区長が特別の理由

があると認めるときは、これを免除するこ

とができる。 

 ⑴ 自転車 ５，０００円 

 ⑵ 特定小型原動機付自転車 ５，０００ 

  円 

 ⑶ 一般原動機付自転車 １０，０００円 

 ⑷ 普通自動二輪車 １０，０００円 

２ 前項の規定は、前条第４項の規定により 

 自転車等を売却した場合について準用する。

 この場合において、前項中「第１０条又は

第１１条第２項の規定により撤去した自転

車等を返還する」とあるのは「前条第４項 

 の規定により売却した代金を払い渡す」と、

 「自転車等の種別」とあるのは「売却した 

 自転車等の種別」と読み替えるものとする。

（特定自転車駐車場の名称等） 

４ 区長は、第２項の規定による告示の日か

ら相当の期間を経過してもなお引取りのな

い自転車については、これを処分すること

ができる。 

 

 

 

 

５ 区長は、撤去した自転車が明らかに自転 

車としての機能を喪失していると認められ、

かつ、利用者等を確認することができない

ものであるときは、第１項の規定にかかわ

らず、直ちに当該自転車を処分することが

できる。 

〔同左〕 

第１３条 区長は、第１０条又は第１１条第

２項の規定により撤去した自転車を返還す

るときは、撤去に要した費用として、１台

につき５，０００円を当該自転車を引き取

りに来た利用者等から徴収することができ

る。ただし、区長が特別の理由があると認 

めるときは、これを免除することができる。

 

 

   〔新設〕 

   〔新設〕 

 

   〔新設〕 

   〔新設〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

（特定自転車駐車場の名称及び設置場所） 



第１４条 特定自転車駐車場の名称、設置場

所及び対象車両（当該特定自転車駐車場を

利用することができる自転車等の種別をい

う。以下同じ。）は、規則で定める。 

（第１種特定自転車駐車場の利用） 

第１４条の２ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 区長は、第１項の利用の承認に際し、利

用しようとする者の自転車等の利用の必要

性等を考慮して規則で定める事由に該当す

る者の利用を優先的に承認し、又は他の者

の利用を制限することができる。 

（第２種特定自転車駐車場の利用） 

第１６条の２ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、前項の利用の承認に際し、利用

しようとする者の自転車及び特定小型原動

機付自転車の利用の必要性等を考慮して規

則で定める事由に該当する者の利用を優先

的に承認し、又は他の者の利用を制限する

ことができる。 

４・５ 〔略〕 

６ 前条の規定は、第２項の規定による定期

利用の承認を受けた者について準用する。

この場合において、同条第３号中「前条第 

 １項」とあるのは、「第１６条の３第１項」

 と読み替えるものとする。 

（公共自転車駐車場の不適正利用自転車等

に対する措置） 

第１７条 区長は、公共自転車駐車場（第１

種特定自転車駐車場、第２種特定自転車駐

車場のうち定期利用に係る部分及び第３種

特定自転車駐車場を除く。）内に自転車等 

が相当の期間継続して駐車してあるときは、

これを撤去することができる。 

２ 区長は、特定自転車駐車場（第１種特定

自転車駐車場及び第２種特定自転車駐車場

のうち定期利用に係る部分に限る。）内に

第１４条 特定自転車駐車場の名称及び設置

場所は、規則で定める。 

 

 

〔同左〕 

第１４条の２ 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 区長は、第１項の利用の承認に際し、利

用しようとする者の自転車の利用の必要性

等を考慮して規則で定める事由に該当する

者の利用を優先的に承認し、又は他の者の

利用を制限することができる。 

 〔同左〕 

第１６条の２ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、前項の利用の承認に際し、利用

しようとする者の自転車の利用の必要性等

を考慮して規則で定める事由に該当する者

の利用を優先的に承認し、又は他の者の利

用を制限することができる。 

 

４・５ 〔略〕 

６ 前条の規定は、第２項の規定による定期

利用の承認を受けた者について準用する。

この場合において、同条第３号中「前条第

１項」とあるのは「第１６条の３第１項」

と読み替えるものとする。 

（公共自転車駐車場の不適正利用自転車に

対する措置） 

第１７条 区長は、公共自転車駐車場（第１

種特定自転車駐車場、第２種特定自転車駐

車場のうち定期利用に係る部分及び第３種

特定自転車駐車場を除く。）内に自転車が

相当の期間継続して駐車してあるときは、

これを撤去することができる。 

２ 区長は、特定自転車駐車場（第１種特定

自転車駐車場及び第２種特定自転車駐車場

のうち定期利用に係る部分に限る。）内に



次の各号のいずれかに該当する自転車等が 

 あるときは、これを撤去することができる。

 ⑴ 利用の承認を受けていない自転車等 

 ⑵ 利用の承認の有効期間を経過した自転

車等 

 ⑶ 利用の承認を取り消された自転車等 

３ 〔略〕 

４ 区長は、前３項の規定にかかわらず、特

定自転車駐車場内に次の各号のいずれかに

該当する自転車等があるときは、これを撤

去することができる。 

⑴ 道路交通法等の法令に違反している自

転車等 

⑵ 対象車両以外の自転車等 

５ 第１２条及び第１３条の規定は、前各項

の規定による撤去をした場合について準用

する。 

（施設を新築する場合の自転車駐車場の設

置） 

第１９条 指定区域内において、次の表の左

欄に掲げる用途（以下「指定用途」とい

う。）に供する施設で同表の中欄に掲げる

規模のものを新築しようとする者は、同表

の右欄により算定した規模（２以上の指定

用途に供する施設（以下「混合用途施設」

という。）の新築については、当該用途ご

とに同表の右欄により算定した規模の合計

が１０台以上である場合には、その合計し

た規模）の自転車駐車場を当該施設若しく

はその敷地内又は当該施設からおおむね５

０メートル以内で自転車又は特定小型原動

機付自転車の利用者が駐車しやすい場所に

設置しなければならない。 

表 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

（自転車駐車場の構造等の基準） 

第２２条 第１９条又は第２０条の規定によ

り設置される自転車駐車場は、次に掲げる

次の各号のいずれかに該当する自転車があ

るときは、これを撤去することができる。 

 ⑴ 利用の承認を受けていない自転車 

 ⑵ 利用の承認の有効期間を経過した自転

車 

 ⑶ 利用の承認を取り消された自転車 

３ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

４ 第１２条及び第１３条の規定は、前３項

の規定による撤去をした場合について準用

する。 

 〔同左〕 

 

第１９条 指定区域内において、次の表の左

欄に掲げる用途（以下「指定用途」とい

う。）に供する施設で同表の中欄に掲げる

規模のものを新築しようとする者は、同表

の右欄により算定した規模（２以上の指定

用途に供する施設（以下「混合用途施設」

という。）の新築については、当該用途ご

とに同表の右欄により算定した規模の合計

が１０台以上である場合には、その合計し

た規模）の自転車駐車場を当該施設若しく

はその敷地内又は当該施設からおおむね５

０メートル以内で自転車の利用者が駐車し

やすい場所に設置しなければならない。 

 

表 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２２条 〔同左〕 

 



基準に該当するものでなければならない。

ただし、特殊な装置を用いる自転車駐車場

で区長が適当と認めるものについては、第

１号の規定を適用しないことができる。 

⑴ 自転車又は特定小型原動機付自転車１

台当たりの駐車面積が１平方メートル以

上であること。 

⑵ 利用者の安全及び自転車又は特定小型

原動機付自転車の適正な駐車が確保され

るものであること。 

別表第１ 〔別紙のとおり〕 

別表第２ 〔別紙のとおり〕 

 

 

 

 

⑴ 自転車１台当たりの駐車面積が１平方

メートル以上であること。 

 

⑵ 利用者の安全及び自転車の適正な駐車

が確保されるものであること。 

 

別表第１ 〔別紙のとおり〕 

別表第２ 〔別紙のとおり〕      

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

 （準備行為）  

２ この条例の施行の日以後の特定自転車駐車場の利用に係る必要な手続、使用料の

徴収その他の準備行為は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区自転

車等の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例の規定の例により行うことが

できる。 

 （経過措置） 

３ この条例による改正前の第１９条第１項の規定により設置された自転車駐車場は、

この条例による改正後の同項の規定により設置された自転車駐車場とみなす。 

 


